
（特定株式等の評価－類似業種比準方式－） 

 

 

 

 

［Ａ］  

  特定非常災害に係る特例の適用を受ける特定株式等の価額は、課税時期の時価によら

ず、「特定非常災害の発生直後の価額（特定非常災害発生後を基準とした価額）」による

ことができます。 

  類似業種比準方式により評価する特定株式等の「特定非常災害の発生直後の価額（特

定非常災害発生後を基準とした価額）」については、評価通達 183((評価会社の１株当た

りの配当金額等の計算))に定める評価対象法人の「１株当たりの配当金額」、「１株当た

りの利益金額」及び「１株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）」を次

に掲げるところにより計算した金額によって評価した１株当たりの特定株式等の価額

にその特定株式等の数を乗じて計算します。 

① 「１株当たりの配当金額」は、次の②により計算した「１株当たりの利益金額」に

次に掲げる割合（直前期末以前２年間の平均配当率）を乗じて計算した金額 

評価通達 183(1)に定めるところにより計算した直前期末以前２年間の評価 

対象法人の剰余金の配当金額の合計額 
 

評価通達 183(2)に定めるところにより計算した直前期末以前２年間の評価 

対象法人の法人税の課税所得金額を基として計算した利益金額の合計額 

② 「１株当たりの利益金額」は、評価通達 183(2)に定めるところにより計算した「１

株当たりの利益金額」と特定非常災害の発生直後の状況に基づいて合理的に見積もっ

た特定非常災害発生日の属する事業年度の末日以前１年間（以下「被災事業年度」と

いいます。）における所得金額を基として計算した利益金額の見積額（以下「見積利益

金額」といいます。）を直前期末における発行済株式数（１株当たりの資本金等の額が

50 円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を 50 円で除して計

算した数によります。）で除して計算した金額との合計額（その金額が負数のときは０

とします。）の２分の１に相当する金額 

③ 「１株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）」は、評価通達 183(3)

に定める「１株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）」。ただし、見

積利益金額が欠損となる場合には、直前期末における資本金等の額及び利益積立金額

の合計額からその見積利益金額（欠損額の絶対値）を控除することによる調整を行う

ことができます。 

（注）１株当たりの資本金等の額等の計算は、特定非常災害の発生直後の状況により

行うのではなく、課税時期の現況により行います。 

 

【関係法令等】 

措置法第 69 条の６、第 69 条の７ 

［Ｑ13］ 特定株式等を類似業種比準方式により評価する場合には、どのように計算す

るのですか。 
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措置法施行令第 40 条の２の３第３項第２号 

措置法通達 69 の６・69 の７共－４  

評価通達 183 

（参考）【類似業種比準価額の評価方式】 

【評価通達の評価方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価通達の評価方法と特定非常災害の発生直後の価額（特定非常災害発生後を基準とし

た価額）の評価方法の比較】 

  

配
当
金
額 

 

評価通達 

 

 

特定非常災

害の発生直

後の価額 

 

直前期末以 

                                ×  前２年間の 

                                  平均配当率 

 

利
益
金
額 

 

評価通達 
直前期末以前 1 年間 

の利益金額（又は２ 

年間の平均利益金額） 

 

特定非常災

害の発生直

後の価額 

 

簿
価
純
資
産
価
額 

 

評価通達 

直前期末現   直前期末現 

在の資本金 ＋ 在の利益積 

等の額      立金額 

 

特定非常災

害の発生直

後の価額 

直前期末現   直前期末現  

在の資本金 ＋  在の利益積 － 見積利益金額の絶対値（注） 

等の額     立金額    

（注）見積利益金額が欠損となる場合のみ 

直前期末以前２年間の配当金額 
       ２ 

  
  類似業種    配当  利益 簿価純資産     
 平均株価                     しんしゃく割合 
         ○Ｂ    ○Ｃ     ○Ｄ  
           ＋   ＋  
         Ｂ   Ｃ    Ｄ 
   Ａ ×                  ×   ０．７ 
             ３ 
 
  

○Ｂ 、○Ｃ 及び○Ｄ は評価対象法人の１株当たりの金額  中会社 ０．６ 
Ｂ、Ｃ及びＤは類似業種の１株当たりの金額    小会社 ０．５ 

 
   

直前期末以前１年間   被災事業年度 
の利益金額（又は２ ＋ の見積利益金 
年間の平均利益金額）  額 
         ２ 

直前期末以前 1 年間   被災事業年度 

の利益金額（又は２ ＋ の見積利益金 

年間の平均利益金額）  額             

         ２ 

 

 

直前期末以前２年間の剰  
余金の配当金額の合計額  

 

直前期末以前２年間  
の利益金額の合計額  
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